
公共工事の発注における入札金額の内訳について 

                               令和８年３月 

                               周南市契約監理課 

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下「入契法」という。）の

改正により、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、材料費及び労務費等を記載

した工事費内訳書の提出が必要となります。 

 これに伴い周南市では、令和８年４月１日以降に公告又は通知を行う工事から、入札時に提

出する工事費内訳書には労務費等を記載する必要があります。 

 

１ 工事費内訳書への記載事項の追加 

 入契法の改正により、公共工事の全ての入札案件において、入札参加者が入札時に提出

する工事費内訳書に、材料費、労務費、その他の必要経費の記載が必要になります。 

入契法 新旧対照 

改正前 改正後 

（入札金額の内訳の提出） 

第 12 条 建設業者は、公共工事の入札に

係る申込みの際に、 

入札金額の内訳を記載した書類を提出しな

ければならない。 

 

（入札金額の内訳の提出） 

第 12 条 建設業者は、公共工事の入札に

係る申込みの際に、 

入札金額の内訳（材料費、労務費及び当該

公共工事に従事する労働者による適正な施

工を確保するために不可欠な経費として国

土交通省令で定めるものその他当該公共工

事の施工のために必要な経費の内訳をい

う。）を記載した書類を提出しなければな

らない。 

※各事項の記載内容については、山口県技術監理課のホームページを参照のこと 

 【2025 年 12 月 12 日】工事費内訳書の取扱いの改正について 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/ 

２ 労務費ダンピング調査の実施 

 落札候補者から提出された工事費内訳書に記載されている金額が、周南市の設計額の一

定水準を下回る場合には、別途、調査を行う予定です。 

 なお、一定水準・対象案件・調査方法等詳細については、改めてお知らせします。 



３ 入札時における取扱いについて（経過措置） 

 落札候補者が提出した工事費内訳書に上記の事項の記載漏れがあった場合は、入札を保

留とし、工事費内訳書の追加提出期間を設け、必要事項が漏れなく記載された工事費内訳

書を追加提出していただきます。 

  なお、追加提出が行われない場合や、追加提出された工事費内訳書に不備がある場合

は、無効入札として取り扱うこととします。 

（１）落札候補者の工事費内訳書に労務費等の記載漏れがある場合 

 落札決定の前に入札を保留とし、契約監理課から落札候補者に対して、工事費内訳書追

加提出の旨の通知を FAX にて送付します。 

（２）追加提出の期間 

 追加提出の期間は、開札日の翌日（閉庁日を除く）の正午（午後０時）までとします。 

（３）追加提出の方法 

 電子メールにて工事費内訳書データを提出していただきます。 

メールの送付先等の詳細は、通知する FAX に記載します。 

（４）追加提出のその後について 

  追加提出された工事費内訳書に問題がない場合は、落札者として決定します（別に低

入札価格調査等の必要がある場合は、それらの後、落札決定となります）。 

  上記期間内に追加提出が行われない場合や、追加提出された工事費内訳書に不備があ

る場合は、無効入札として取り扱います。その場合は、無効となった落札候補者の次に

低い価格で入札した者（総合評価方式にあっては、次に評価値の高い者）、またはくじ

により次順位となった者を新たな落札者（落札候補者）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「本工事費内訳書（提出用）」に、以下の通り各費用を記載して提出してください 

＜参考＞工事内訳書への記載例（土木工事） 

 

＜参考＞工事内訳書への記載例（営繕工事） 

 



 

 



 


